
 

 

■ １５％加算対象者…重度訪問介護の対象者（一）に該当する者であって、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者（障害支援区分６） 
  

類 型 状態像 

重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻
痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右
のいずれかに該当する者 

人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 

 （Ⅰ類型） 

・筋ジストロフィー ・脊椎損傷  

・ＡＬＳ        ・遷延性意識障害  等 

最重度知的障害者 （Ⅱ類型） ・重症心身障害者              等 

障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者（Ⅲ類型） ・強度行動障害               等 

重度訪問介護 
○ 対象者 

■ 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者 
 → 障害支援区分４以上に該当し、次の（一）又は（二）のいずれかに該当する者 
   （一） 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されて 
      いる者 
   （二） 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者 

居宅における    ■ 入浴、排せつ及び食事等の介護 
            ■ 調理、洗濯及び掃除等の家事 
            ■ その他生活全般にわたる援助 
            ■ 外出時における移動中の介護 
※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。 

○ サービス内容 

■サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上 
  ・介護福祉士、実務者研修修了者 等 
  ・居宅介護職員初任者研修修了者等であって３年以上の実務経験がある者 

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上 
  ・居宅介護に従事可能な者、重度訪問介護従事者養成研修修了者 

○ 主な人員配置 

○ 重度訪問介護加算対象者 

■ ８．５％加算対象者…障害支援区分６の者 

○ 報酬単価（平成27年4月～） 

○ 事業所数   7,189（国保連平成28年９月実績） 

■ 基本報酬 

183単位（１時間）～1,408単位（８時間） ※８時間を超える場合は、８時間までの単価の９５％を算定 

■ 主な加算 

特定事業所加算(10％又は20％加算) 
→①サービス提供体制の整備、②良質な人材の確保、
③重度障害者への対応に積極的に取り組む事業所の
サービスを評価 

行動障害支援連携加算(30日間１回を限度とし
て１回につき584単位加算) 
→サービス提供責任者と支援計画シート等作成者が
連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行
うことを評価 

喀痰吸引等支援体制加算（１日当たり100単位加算） 
→特定事業所加算（20％加算）の算定が困難な事業所に
対して、喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価 

○ 利用者数  10,463（国保連平成28年９月実績） 

※重度障害者等包括支援対象者 
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重度訪問介護の訪問先の拡大 

 
○ 日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害者で
あって、医療機関に入院した者 

 

   ※障害支援区分６の者を対象とする予定 
   ※通院については現行制度の移動中の支援として、既に対応 

 訪問先拡大の対象者 

 
○ 利用者ごとに異なる特殊な介護方法（例：体位交換）につい
て、医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応につなげる。 

 

○ 強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を防ぐための本人に
合った環境や生活習慣を医療従事者に伝達し、病室等の環境
調整や対応の改善につなげる。 

訪問先での支援内容 

重度訪問介護
事業所 居宅 

利用者にあった
体位交換等が取
られなくなる 
⇒体調の悪化 

現行の訪問先 

重度訪問介護
事業所 居宅 

改正後の訪問先 

医療機関における重度訪問 
介護の利用を可能へ 

医療機関 
（入院） 

医療機関 
（入院） 

○ 四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられ

なくなることから以下のような事例があるとの指摘がある。 
 

・体位交換などについて特殊な介護が必要な者に適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう 

・行動上著しい困難を有する者について、本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより、強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を起こし、

自傷行為等に至ってしまう 
 

○ このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態など

を熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする。 
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